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超
過
料
金
の
改
正
と

な
る
が
、
例
え
ば
一
般
家
庭

４
人
家
族
の
場
合
の
水
の
使

用
量
は
平
均
ど
の
く
ら
い
で
、

ま
た
、
い
く
ら
増
え
る
の
か
。

　
　
　
今
回
の
改
正
で
は
、

超
過
料
金
の
単
価
を
１
立
方

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
１
８
８
円

を
２
５
０
円
に
改
め
る
も
の

で
、
改
定
後
は
一
般
家
庭
４

人
家
族
の
平
均
使
用
量
２
０

立
方
メ
ー
ト
ル
の
使
用
料
金

が
３
，
１
８
０
円
か
ら
３
、

８
０
０
円
と
６
２
０
円
の
増

額
と
な
る
。

　
　
　
今
回
の
値
上
げ
で
ど

の
く
ら
い
の
収
入
を
見
込
ま

れ
て
い
る
か
。

　
　
　
今
回
改
正
し
た
場
合

に
、
１
億
７
，
５
０
０
万
円

程
度
の
料
金
収
入
増
を
見
込

ん
で
い
る
。

　
　
　
今
後
の
水
道
管
の
老

朽
化
に
対
す
る
費
用
増
加
や

人
口
減
少
に
伴
う
収
入
減
に

対
し
て
、
今
後
の
料
金
改
定

は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

　
　
　
水
道
を
供
給
す
る
た

め
に
必
要
な
経
費
と
水
道
料

金
収
入
の
収
支
を
今
後
は
定

期
的
に
注
視
し
な
が
ら
、
必

要
な
時
期
に
料
金
改
定
を
し

な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
て

い
る
。

　
　
　
経
費
を
考
え
た
と
き

に
、
水
道
料
金
の
改
定
を
し

て
も
ま
だ
足
ら
な
い
と
思
う

が
、
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

　
　
　
水
道
事
業
経
営
の
た

め
の
財
源
は
料
金
収
入
が
主

な
財
源
だ
が
、
収
支
を
保
つ

た
め
に
一
般
会
計
か
ら
の
繰

り
入
れ
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　
市
民
は
公
共
料
金
の

値
上
げ
に
対
し
て
非
常
に
抵

抗
が
強
い
が
、
今
回
の
改
定

に
当
た
っ
て
、
な
る
べ
く
影

響
が
出
な
い
よ
う
に
考
慮
し

た
点
が
あ
れ
ば
聞
き
た
い
。

　
　
　
市
民
の
負
担
を
考
慮

し
、
使
用
水
量
が
少
な
い
高

齢
者
や
一
人
世
帯
な
ど
10
ト

ン
未
満
の
基
本
料
金
に
つ
い

て
は
、
料
金
を
据
え
置
く
こ

と
に
し
た
。

(

討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決)

　
　
　
生
活
環
境
整
備
事
業

に
ど
れ
だ
け
の
申
請
が
増
え

て
、
今
回
の
補
正
と
な
っ
た

の
か
。

　
　
　
生
活
環
境
整
備
事
業

の
申
請
件
数
が
当
初
の
15
件

か
ら
相
談
も
含
め
49
件
に
増

え
た
た
め
、
今
回
の
補
正
で

は
精
査
し
た
７
件
分
を
計
上

し
て
い
る
。
主
な
整
備
内
容

と
し
て
は
、
道
路
の
拡
幅
、

一
部
拡
幅
ま
た
は
舗
装
等
の

工
事
に
対
す
る
申
請
で
あ
る
。

　
　
　
相
談
件
数
が
49
件
で
、

今
回
の
補
正
で
計
上
し
た
７

件
以
外
の
申
請
者
は
来
年
度

で
の
対
応
な
の
か
、
ま
だ
対

応
す
る
の
か
。

　
　
　
今
回
の
補
正
以
外
の

申
請
に
つ
い
て
は
、
現
地
の

状
況
を
踏
ま
え
、
現
地
で
立

会
い
を
し
な
が
ら
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
、
申

請
に
つ
い
て
は
来
年
度
以
降

と
考
え
て
い
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
農
林
水
産
・
建
設
委
員

会
に
分
割
付
託
さ
れ
た
部
分

に
つ
い
て
は
、
原
案
可
決
）

　
　
　
水
道
事
業
に
お
い
て
、

料
金
収
入
で
足
り
な
い
部
分

は
一
般
会
計
か
ら
繰
入
れ
る

と
い
う
こ
と
だ
が
、
繰
入
金

の
基
準
と
ル
ー
ル
は
あ
る
の

か
。

　
　
　
水
道
会
計
は
一
般
会

計
繰
入
金
に
よ
っ
て
収
支
が

保
た
れ
て
い
る
が
、
一
般
会

計
の
ル
ー
ル
と
し
て
は
、
こ

れ
ま
で
水
道
整
備
事
業
等
で

借
り
た
地
方
債
（
起
債
）
に

対
し
て
地
方
交
付
税
措
置
で

決
ま
っ
た
額
を
繰
り
入
れ
て

い
る
。

　
　
　
水
道
管
の
老
朽
化
の

目
安
に
な
る
と
い
わ
れ
る
減

価
償
却
率
の
本
市
の
評
価
と

老
朽
管
の
更
新
計
画
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。

　
　
　
本
市
の
減
価
償
却
率

（
30
％
）に
つ
い
て
は
、
全
国

の
類
似
団
体（
51
．
９
％
）と

比
較
し
て
そ
こ
ま
で
老
朽
化

が
進
ん
で
い
な
い
状
況
で
は

あ
る
が
、
布
設
年
度
が
古
い

水
道
管
の
更
新
を
し
な
が
ら
、

漏
水
が
多
い
路
線
を
優
先
的

に
更
新
し
て
い
る
。

　
な
お
、
深
江
地
区
に
お
い

て
は
高
圧
に
よ
る
漏
水
を
軽

減
す
る
た
め
、
配
水
池
を
新

た
に
設
け
て
適
正
な
水
圧
に

す
る
た
め
の
工
事
を
進
め
て

い
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
認
定
）

〈
そ
の
他
の
案
件
〉

答
弁

答
弁

答
弁

答
弁

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

答
弁

質
疑

答
弁

答
弁

【
議
案
第
28
号
】
南
島
原

市
水
道
事
業
給
水
条
例
の

一部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

【
議
案
第
32
号
】
令
和
６

年
度
南
島
原
市
一般
会
計

補
正
予
算（
第
２
号
）

【
認
定
第
４
号
】
令
和
５

年
度
南
島
原
市
水
道
会
計

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

農
林
水
産・建
設
委
員
長
報
告（
概
要
）

・
議
案
５
件
を
原
案
可
決　

認
定
２
件
を
認
定

【
議
案
第
29
号
】
南
島
原

市
営
農
飲
雑
用
水
供
給

施
設
の
設
備
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の一部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
35
号
】
令
和
６

年
度
南
島
原
市
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

【
議
案
第
36
号
】
令
和
６

年
度
南
島
原
市
下
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

【
認
定
第
５
号
】
令
和
５
年

度
南
島
原
市
下
水
道
事
業

会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
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■
７
月
５
日

〈
第
１
回
委
員
会
〉 

特
別
委
員
会
の
設
置
、
委
員

長
・
副
委
員
長
の
決
定
。

〈
第
２
回
委
員
会
〉

今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て
協

議
を
行
い
、
執
行
部
へ
次
の

資
料
の
提
出
を
依
頼
。

①
「
道
の
駅
ひ
ま
わ
り
」
の

所
有
者
や
運
営
者
の
変
更
の

経
緯
が
分
か
る
資
料

②
補
助
金
に
関
す
る
例
規
資

料③
当
該
補
助
金
事
務
の
流
れ

が
分
か
る
資
料

④
令
和
５
年
度
実
績
に
対
す

る
交
付
額
確
定
（
戻
入
命

令
）
の
根
拠
と
な
っ
た
施
設

改
修
費
１
，
３
８
３
万
円
の

詳
細
が
分
か
る
資
料
（
現
地

確
認
含
む
）

■
７
月
29
日

〈
第
３
回
委
員
会
〉

執
行
部
か
ら
の
提
出
資
料
に

基
づ
き
説
明
を
受
け
、
質
疑

を
行
っ
た
。

■
８
月
９
日

〈
第
４
回
委
員
会
〉

参
考
人
と
し
て
エ
バ
ー
グ
リ

ー
ン
の
取
締
役　
地
頭
薗
哲

郎
氏
が
出
席
。

地
頭
薗
氏
か
ら
の
説
明
の
あ

と
、
質
疑
を
行
っ
た
。

■
８
月
26
日

〈
第
５
回
委
員
会
〉

市
長
部
局
に
対
す
る
聴
聞
を

実
施
。

ま
ず
、
副
市
長
か
ら
の
説
明

受
け
質
疑
を
行
っ
た
。

次
に
、
執
行
部
か
ら
地
頭
薗

氏
と
市
の
相
違
点
に
つ
い
て

説
明
が
あ
っ
た
。
全
部
で
11

点
の
相
違
点
に
つ
い
て
説
明

を
受
け
、
そ
の
後
質
疑
を

行
っ
た
。

〈
そ
の
後
の
活
動
〉

■
10
月
１
日

〈
第
６
回
委
員
会
〉

委
員
長
辞
任
。
新
委
員
長
に

隈
部
和
久
議
員
。
新
副
委
員

長
に
田
中
克
彦
議
員
。
本
委

員
会
に
地
方
自
治
法
１
０
０

条
の
権
限（※

１
）を
委
任
。

１ 

調
査
事
項　
サ
テ
ラ
イ
ト

オ
フ
ィ
ス
等
開
設
支
援
事
業

補
助
金
に
関
す
る
事
項

２ 

調
査
権
限　
本
議
会
は
、

１
に
掲
げ
る
事
項
の
調
査
を

行
う
た
め
、
地
方
自
治
法
第

１
０
０
条
第
１
項
及
び
同
法

第
98
条
第
１
項
の
権
限
を
本

委
員
会
に
委
任
す
る
。

３ 

調
査
期
限　
本
委
員
会
は
、

１
に
掲
げ
る
調
査
が
終
了
す

る
ま
で
閉
会
中
も
な
お
調
査

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４ 

調
査
経
費　
本
調
査
に
要

す
る
経
費
は
、
２
０
０
万
円

以
内
と
す
る
。

（
採
決
の
結
果
、
原
案
可
決
）

【
発
議
第
６
号
】
サ
テ
ラ

イ
ト
オ
フ
ィ
ス
等
開
設
支

援
事
業
補
助
金
の
調
査
に

関
す
る
決
議

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
等
開
設
支
援
事

業
補
助
金
調
査
特
別
委
員
会
中
間
報
告

※

詳
細
は
こ
ち
ら

（※1） 地方自治法100条の権限とは
　地方自治法100条には、地方議会は「自治体の事務について調査し、関係者の出頭や証言を求めたり、記録
の請求ができる」とあり、議会の100条調査権とも呼ばれます。
　この100条に基づき、自治体の事務に関して疑惑や不祥事があった際、事実関係を調査するため、地方議会
が議決、設置するのが「百条委員会」です。百条委員会では、関係者の出頭や証言、記録提出を求めることが
できるなど強い調査権限を持ち、虚偽の証言をした場合は５年以下の禁錮刑、正当な理由がないのに証言を拒
否した場合などは６か月以下の禁錮刑や10万円以下の罰金を科すことができます。

地方自治体の事務に関する調査を行う権限
・当該団体の事務に関する調査
・選挙人その他の関係人の出頭や証言、
　記録の提出の請求

虚偽の証言 証言を拒否

【 議　　会 】

議会の過半数の賛成で設置議会の過半数の賛成で設置議会の過半数の賛成で設置 6か月以下の禁錮
10万円以下の罰金
6か月以下の禁錮
10万円以下の罰金
6か月以下の禁錮
10万円以下の罰金

3か月以上
5年以下の禁錮
3か月以上
5年以下の禁錮
3か月以上
5年以下の禁錮

【 市長その他の執行機関 】


